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島根県の経済は、一部に弱い動きがみられるものの、持ち直しの動きが続いている。 

生産活動は持ち直しの動きに足踏みがみられる。雇用情勢は一部に弱い動きが見られるものの改善の動きが

続いている。個人消費投資動向は一部弱い動きがみられるものの持ち直しの動きがみられる。 
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★島根県の経済動向【令和６年 3月分】・・・R６.6.1調査 

 

 

昨年に引き続き、島根県エネルギーコスト削減対策緊急支援事業が実施されます。 

飲食・商業・サービス業用と製造業用、２種類の補助事業があります。 

公募期間：R6.6.7～R6.9.30まで（第６次締切まで設定されております） 

対象経費：エネルギーコスト（電気料・燃料費等）削減に繋がる設備の更新及び導入費用 

助成額：上限 200万～下限 20万（飲食・商業・サービス業） 

     上限 500万～下限 40万（製造業） ※下限額がありますのでご注意ください。 

補助率：1/2（コロナ融資残高ありなら 2/3） 飲食・商業・サービス業 

     1/2（中小企業）・2/3（小規模事業者） 製造業 

★別紙チラシをご参照ください。 

また申請に際しましては締切までに余裕をもってご相談ください。本事業 HPに公募要領が掲載されてお

りますので必ずご一読いただきますようお願いいたします。 

島根県エネルギーコスト削減対策緊急支援事業事務局 

https://enecos.joho-shimane.or.jp/ 

 

★エネルギーコスト削減対策緊急支援事業（飲食・商業・サービス業）（製造業） 

 

 

給与の支給人員が１０名未満で「納期の特例」を提出されている方の前期分（R6.1～R6.6）源泉税の納付

が必要です。商工会にご依頼いただく場合は、７月５日（金）までに必要書類をご用意の上、ご相談くださ

い。納期限７月１０日（水）に遅れないよう早めの準備をお願いします。 

★源泉所得税前期納付について（納期特例） 

http://misato.shoko-shimane.or.jp/
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